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News & Information

令
和
2
年
度�

自
衛
官
な
ど
の
募
集

総
務
課
緯
運
９
１
０
０

　
志
願
手
続
き
や
募
集
要
項
な
ど
詳

し
く
は
、
自
衛
隊
広
島
地
方
協
力
本

部
広
島
地
域
事
務
所
（
緯
０
８
２

（
２
６
１
）
１
０
７
０
）
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

募
集
種
目　
自
衛
官
候
補
生

応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

受
付
期
間　
随
時

※
試
験
期
日
は
受
付
時
に
連
絡

入
（
校
）
隊　
令
和
3
年
3
月
下
旬
～

4
月
上
旬

参　
考　

https://w
w
w
.m
od.

go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

シ
ル
バ
ー
会
員
の
募
集

高
齢
介
護
課
緯
運
９
１
５
５

　
60
歳
以
上
で
働
く
意
欲
の
あ
る
人

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
次
の
日
程
で

入
会
説
明
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
詳

し
く
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

と
き
・
と
こ
ろ

・
2
月
2
日
㈫　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
廿
日
市
本
所

・
2
月
15
日
㈪　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
大
野
事
務
所

※
い
ず
れ
も
13
時
30
分
開
始

定　
員　
10
人
程
度
（
先
着
順
）

問
い
合
わ
せ
・
申
込
先　
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
緯
欝
１
４
６
８

一
般

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス�

一
時
停
止
の
お
知
ら
せ

市
民
課
緯
運
９
１
３
４

課
税
課
緯
運
９
１
１
３

　
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
2
月
23

日
㈷
23
時
～
27
日
㈯
6
時
30
分
は
、

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
休
止
し

ま
す
。

現
在
取
得
可
能
で
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

一
時
停
止
す
る
証
明
書

　
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事

項
証
明
書
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
所

得
課
税
証
明
書
、
戸
籍
全
部
（
個

人
）
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の

写
し

問
い
合
わ
せ　

・
市
民
課

・
課
税
課
（
所
得
課
税
証
明
書
に
関

す
る
こ
と
の
み
）

・
佐
伯
支
所
緯
演
１
１
１
４

・
吉
和
支
所
緯
猿
２
１
１
３

・
大
野
支
所
緯
運
１
０
０
４

・
宮
島
支
所
緯
瑛
２
０
０
１

防
災
行
政
無
線
な
ど
に
よ
る

全
国
一
斉
の
情
報
伝
達
訓
練

危
機
管
理
課
緯
運
９
１
０
２

　
災
害
時
や
武
力
攻
撃
時
に
、
全
国

瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）
で
国
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
緊
急

情
報
を
皆
さ
ん
に
確
実
に
伝
え
る
た

め
、
全
国
一
斉
に
情
報
伝
達
訓
練
が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　
市
は
、
防
災
行
政
無
線
で
の
試
験

放
送
と
登
録
制
の
「
は
つ
か
い
ち
し

安
全
・
安
心
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ

ス
」
で
の
試
験
メ
ー
ル
の
配
信
を
行

い
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
試
験
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
よ
う
放
送
・
配
信
し
ま
す

と　
き　
2
月
17
日
㈬
11
時
頃

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は　
国
が
発
信
す
る

緊
急
情
報
を
衛
星
を
利
用
し
て
瞬

時
に
各
自
治
体
に
伝
達
す
る
シ
ス

テ
ム
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

臨
時
窓
口
の
開
設

市
民
課
緯
運
９
１
３
５

●【
予
約
制
】
申
請
・
受
け
取
り
の

臨
時
窓
口
（
休
日
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
の
申
請
や
受
け
取
り
、
電
子

証
明
書
の
更
新
を
行
う
臨
時
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。
カ
ー
ド
の
申
請
が
ま

だ
の
人
は
相
談
も
で
き
ま
す
。

※
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
は
申
請
後

約
1
カ
月
半
程
度
か
か
り
ま
す

と　
き　
2
月
14
日
㈰
、
23
日
㈷
、

27
日
㈯

受
付
時
間　
9
時
～
17
時
（
12
時
～

13
時
を
除
く
）
の
間
で
1
時
間
10

人
ず
つ
（
先
着
順
）

※
交
付
場
所
名
が
各
支
所
の
人
で
臨

時
窓
口
で
受
け
取
り
を
希
望
す
る

人
は
、
市
民
課
で
予
約
を
し
た
後
、

臨
時
窓
口
開
設
日
の
5
開
庁
日
前

の
17
時
ま
で
に
各
支
所
に
連
絡
し
、

交
付
場
所
を
変
更
し
て
く
だ
さ
い

と
こ
ろ　
市
役
所
1
階
市
民
課

申
込
締
切　
臨
時
窓
口
開
設
日
の
前

開
庁
日
の
17
時

●【
予
約
制
】
受
け
取
り
・
更
新
の

臨
時
窓
口
（
夜
間
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
や
電
子
証
明
書
の
更
新
、
暗
証
番

号
の
設
定
な
ど
を
行
う
臨
時
夜
間
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。

と　
き　
2
月
15
日
㈪
、
16
日
㈫
、

18
日
㈭
、
19
日
㈮
、
25
日
㈭
、
26

日
㈮

受
付
時
間　
17
時
15
分
～
19
時
30
分

の
間
で
市
が
指
定
し
た
各
時
間
帯

に
5
人
ず
つ
（
先
着
順
）

と
こ
ろ　
市
役
所
1
階
市
民
課

予
約
方
法　
臨
時
窓
口
開
設
日
の
前

開
庁
日
の
17
時
ま
で
に
、
住
所
、

氏
名
、
生
年
月
日
、
連
絡
先
を
市

民
課
ま
で
電
話
で
。

※
交
付
場
所
名
が
各
支
所
の
人
で
臨

事
窓
口
で
受
け
取
り
を
希
望
す
る

人
は
、
市
民
課
で
予
約
を
し
た
後
、

臨
時
窓
口
開
設
日
の
5
開
庁
日
前

の
17
時
ま
で
に
各
支
所
に
連
絡
し
、

交
付
場
所
を
変
更
し
て
く
だ
さ
い

●
共
通
事
項

対　
象

・「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
・
電
子
証

明
書
発
行
通
知
書
兼
照
会
書
」（
交

付
通
知
）
が
届
い
て
お
り
、
交
付

場
所
名
が
「
廿
日
市
市
役
所　
市

民
課
」
で
、
事
前
に
予
約
し
た
人

・
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
の
3
カ

月
前
を
経
過
し
て
い
る
人
で
、
事

前
に
予
約
し
た
人

令
和
2
年
度
宝
く
じ
助
成
金

に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

地
域
政
策
課
緯
運
９
１
３
７

　
宝
く
じ
助
成
金
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
）
は
、（
一
財
）
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
全
国
自
治

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
で
す
。

令
和
2
年
度
は
、
既
に
助
成
さ
れ
て

い
る
2
事
業
に
加
え
、
次
の
事
業
が

追
加
で
助
成
さ
れ
ま
す
。

●
伝
統
文
化
の
継
承
、
普
及
拡
大
に

必
要
な
和
太
鼓
の
整
備
（
事
業
実

施
団
体　
大
野
第
一
区
）

■
水
道
管
か
ら
の
漏
水

凍
結
な
ど
に
よ
る
漏
水
を
発
見
し
た
場
合
は
、
水
道
局
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
水
道
局
工
務
課

緯
荏
５
２
９
４

第
2
期�

廿
日
市
市
教
育
大
綱
の

意
見
募
集

経
営
政
策
課
緯
運
９
１
２
０

　
第
2
期
廿
日
市
市
教
育
大
綱
案
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
。
案
へ
の
市
民
の

皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
提

出
さ
れ
た
意
見
に
対
す
る
市
の
考
え

方
は
、
後
日
公
表
し
ま
す
。
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
住
所
、
氏
名
な
ど
は
非
公
開
で
す

案
の
閲
覧
場
所　
市
役
所
4
階
経
営

政
策
課
、
市
役
所
2
階
行
政
資
料

室
、
各
支
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

案
の
閲
覧
・
意
見
募
集
期
間

2
月
１
日
㈪
～
28
日
㈰

意
見
を
提
出
で
き
る
人　
市
内
在
住
、

在
勤
ま
た
は
在
学
の
人
、
市
内
に

事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る

個
人
、
法
人
お
よ
び
そ
の
他
の
団

体
、
施
策
な
ど
の
案
に
関
し
て
利

害
関
係
を
有
す
る
個
人
、
法
人
お

よ
び
そ
の
他
の
団
体

意
見
の
提
出
方
法　
案
の
閲
覧
場
所

に
あ
る
意
見
記
入
様
式
に
記
入
し
、

持
参
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
姉
荏
１

０
５
９
）、
メ
ー
ル
、
郵
送
（
消

印
有
効
）
で
次
へ
。

〒
７
３
８
―
８
５
０
１
（
住
所
不
要
）　

廿
日
市
市
経
営
政
策
課

k
e
ie
ise

isa
k
u
@
c
ity
.

hatsukaichi.lg.jp

広
島
県
景
観
会
議�

「
景
観
づ
く
り
大
賞
」�

巡
回
パ
ネ
ル
展

都
市
計
画
課
緯
運
９
１
９
０

　
ふ
る
さ
と
広
島
の
優
れ
た
景
観
を

収
め
た
写
真
を
展
示
し
ま
す
。

と　
き　
2
月
6
日
㈯
～
11
日
㈷

と
こ
ろ　
市
役
所
1
階
市
民
ホ
ー
ル

都
市
計
画
の
変
更

都
市
計
画
課
緯
運
９
１
９
０

　
次
の
都
市
計
画
を
変
更
し
ま
し
た
。

広
島
圏
都
市
計
画

・
道
路
（
筏
津
郷
線
）

・
臨
港
地
区
（
厳
島
港
臨
港
地
区
）

告
示
日　
1
月
12
日

図
書
の
縦
覧
場
所　
市
役
所
6
階
都

市
計
画
課

福
祉
・
介
護

後
期
高
齢
者
医
療
の�

障
害
認
定

保
険
課
緯
運
９
１
６
０

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
75
歳
以

上
の
人
が
対
象
で
す
が
、
65
歳
～
74

歳
で
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
人
も
、

申
請
し
認
定
さ
れ
る
と
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
す

る
と
、
現
在
加
入
の
医
療
保
険
と
比

べ
て
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
の
割

合
が
低
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

65
歳
～
74
歳
の
人
で
、
認
定
要
件
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

一
定
の
障
が
い
の
要
件

・
国
民
年
金
法
な
ど
に
お
け
る
障
害

年
金
1
・
2
級

・
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
・
3
級

お
よ
び
4
級
の
一
部
（
※
）

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
・

2
級

・
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ

※
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
4
級

の
一
部
と
は
、
音
声
機
能
、
言
語

機
能
の
著
し
い
障
が
い
、
両
下
肢

の
全
て
の
指
を
欠
く
も
の
、
1
下

肢
を
下
腿
の
2
分
の
1
以
上
で
欠

く
も
の
、
1
下
肢
の
機
能
の
著
し

い
障
が
い
の
こ
と

申
請
に
必
要
な
も
の　
健
康
保
険
証
、

印
鑑
（
ゴ
ム
製
不
可
）、
次
の
う

ち
い
ず
れ
か
1
つ

・
年
金
証
書
（
障
害
年
金
）、
身
体

障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳

障
害
基
礎
年
金
な
ど
を�

受
給
し
て
い
る�

ひ
と
り
親
家
庭
の
人
へ�

児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
見
直
し

こ
ど
も
課
緯
運
９
１
５
３

　
令
和
3
年
3
月
（
5
月
支
払
）
分

か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
の
算
出
方
法

と
支
給
制
限
に
関
す
る
所
得
の
算
定

方
法
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど

を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
障
害
基
礎

年
金
な
ど
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
の

額
を
上
回
る
場
合
、
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
令
和

3
年
3
月
分
以
降
は
、
児
童
扶
養
手

当
の
額
が
障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加

算
部
分
の
額
を
上
回
る
場
合
、
そ
の

差
額
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受

給
し
て
い
る
受
給
資
格
者
の
所
得
に

非
課
税
公
的
年
金
給
付
な
ど
が
含
ま

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対　
象　
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受

給
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

申
請
手
続
き　
令
和
3
年
3
月
1
日

時
点
で
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
お
り
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
資

格
者
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
人

は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と
し

て
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
申

請
不
要
で
す

支
給
開
始
月　
令
和
3
年
3
月
1
日

時
点
で
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い

る
人
は
、
6
月
30
日
㈬
ま
で
に
申

請
す
れ
ば
、
令
和
3
年
3
月
分
か

ら
受
給
で
き
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
市
役
所
1
階

こ
ど
も
課
、
各
支
所
福
祉
担
当

（
申
請
は
郵
送
不
可
）

ス
ポ
ー
ツ

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
体
験
教
室

生
涯
学
習
課
緯
運
９
２
０
６

と　
き　
3
月
6
日
㈯
9
時
（
雨
天

中
止
）

と
こ
ろ　
廿
日
市
市
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

対　
象　
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
を
始
め
て

み
た
い
人
や
知
り
た
い
人

※
小
学
生
の
参
加
可
（
保
護
者
同
伴
）

定　
員　
10
人
程
度

参
加
費　
１
０
０
０
円
（
プ
レ
ー
料

金
、
保
険
料
な
ど
を
含
む
）

申
込
方
法　
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
ま
た

は
廿
日
市
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
事
務

局
に
あ
る
申
込
用
紙
に
記
入
し
、

持
参
、
郵
送
（
必
着
）、
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
で
次
の
ど
ち
ら
か
へ
。

・
〒
７
３
８
―
０
０
３
３　
串
戸
1

の
20
の
30　
廿
日
市
市
パ
ー
ク
ゴ

ル
フ
場
（
緯
・
姉
運
２
０
０
１
）

・
〒
７
３
８
―
０
０
３
３　
串
戸
6
の

1
の
1　
廿
日
市
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

事
務
局
（
緯
・
姉
荏
４
４
８
０
）

申
込
締
切　
2
月
25
日
㈭

問
い
合
わ
せ　
廿
日
市
市
ス
ポ
ー
ツ

協
会
事
務
局
緯
荏
４
４
８
０

持ち物
手続き 持ち物

カードの 
申請

通知カード、印鑑（ゴム製不可）、
本人確認書類（運転免許証など）

カードの 
受け取り 交付通知に記載されているもの

電子証明書
の更新 マイナンバーカード

※ 15歳未満の人は法定代理人（親権者）の同
伴が必要です

■12月号人権クロスワードの答え 　広報はつかいち令和 2 年12月号 8 ページの人権
クロスワードの答えは、「ホシヨウ（保障）」です。
　当選者の発表は、発送をもって行います。人権・男女共同推進課☎運9136

■ 2 月 7 日は北方領土の日 絶やすまい 返還つなぐ 強い声
※令和 2 年度啓発標語最優秀賞作品

　政府は、毎年 2 月 7 日を「北方領土の日」と定め、北方領土返還要
求運動を進めています。北方領土の早期返還を実現させましょう。
問い合わせ先　北方領土返還要求運動広島県民会議☎082（513）2723総務課☎運9100

■
納
期
限�

3
月
1
日
㈪
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
4
期
、
国
民
健
康
保
険
税
8
期
、
介
護
保
険
料
8
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
8
期
、
保
育
料
2
月
、
延
長
保
育

料
2
月
、
留
守
家
庭
児
童
会
利
用
料
2
月
、
市
営
住
宅
使
用
料
2
月
、
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
2
月
、
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
負
担
金
1
月

■
夜
間
納
税
窓
口�

2
月
25
日
㈭

17
時
15
分
～
19
時
45
分

市
役
所
1
階
税
制
収
納
課
問
税
制
収
納
課

緯
運
９
１
１
１




